
  　　                                             　　　分任契約担当官
  　　                                             　　　自衛隊神奈川地方協力本部長　大谷　三穂

１　競争入札に付する事項
（１）件名等 ： 大型バス等借上げ

（２）納　期 ： 令和７年３月２４日～令和７年３月３０日

（３）納　地 ： 現地

２　競争に参加する者に必要な資格に関する事項

　　次の各項目のすべての条件を満たす者
（１）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助

　　人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中特別の理由がある場合に該当する。

（２）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。

（３）令和4・5・6年度度全省庁統一資格審査結果通知を受けた者のうち入札に参加する者は「役務の提供等」

　　でＤ等級以上に格付けされ関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者。
（４）防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達

　　に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

（５）前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物

　　品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者ではないこと。

（６）原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし真にやむを得ない事由を該当

　　する省指名停止権者が認めた場合にはこの限りではない。

３　契約条項等を示す場所

（１）役務請負基本条項

（２）談合等の不正行為に関する事項

（３）暴力団排除に関する特約条項

４　競争入札を実施する場所及び日時

（１）場　所：自衛隊神奈川地方協力本部４Ｆ会議室（横浜市中区山下町２５３－２）

（２）日　時：令和７年３月２１日（金）１０時００分～

５　落札決定の方法

（１）入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

　　があるときは、その端数を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

　　係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当す

　　る金額を入札書に記載すること。

（２）予定価格に達しない場合、再度入札を実施する。この際、初度入札で郵便等による入札参加者があった

　　場合の再度入札の時期は、次のとおりとする。

　　ア　場　所：自衛隊神奈川地方協力本部４Ｆ会議室（横浜市中区山下町２５３－２）

　　イ　日　時：令和７年３月２４日（月）１４時００分～

（３）同額の最低入札者がいる場合は、くじ引きにより落札者を決定する。

６　入札保証金に関する事項

（１）入札保証金：免除　　ただし、落札者が契約を結ばないときは落札金額に消費税相当額を加算した額の

　　　　　　　　　　　　　１００分の５以上を違約金として徴収する。

（２）契約保証金：免除　　ただし、契約者がその義務を履行しないときは契約金額の１００分の１０以上を

　　　　　　　　　　　　  契約違約金として徴収する。

７　入札書に記載すべき事項

　　「当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は、暴力団排除に関する誓約事項に定める事項につ

　　いて誓約いたします。」

８　入札の無効

（１）第２項に示した競争に参加する者に必要な資格を有しない者がした入札

（２）入札に関する条項に違反した入札

（３）入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別しがたい入札

（４）電報、電話及びＦＡＸの入札

（５）入札心得に記載されている「暴力団排除に関する誓約事項」の誓約の虚偽があった場合の入札

（６）その他入札に関する条件に違反した入札

公　 告   第 ７ 号
令和７年３月１１日

公　　　　　告

一般競争入札の実施について、下記のとおり公告する。



９　契約書の作成
（１）落札者は遅滞なく契約書を作成提出すること。

（２）契約書の記載要領等の細部については、落札決定後落札者に説明する。

10　そ の 他

（１）入札参加希望者は３月１９日（水）１７時００分までに下記の連絡先に一報すること。

（２）代理による入札参加者は、入札時までに委任状を提出すること。また、年度内に資格審査結果通知書（写）    

　　を提出してない場合は入札開始までに提出すること。

（３）郵便等による不在入札は、３月１９日（水）１７時００分までを期限とし、封筒に会社名、入札日時、

　　件名及び入札書在中と朱書きにより明記して郵送し、発送者の責により到着の確認をすること。

（４）陸上自衛隊の入札及び契約心得等は、自衛隊神奈川地方協力本部で閲覧できる。また、陸上自衛隊東部

　　方面会計隊ホームページでも閲覧できる。

（５）入札に関する事項の問い合わせ先

　　　自衛隊神奈川地方協力本部総務課会計班（担当：センバ）　

　　　TEL　０４５－６６２－９４２６（直通）

　　　MAIL　recruit1-kanagawa@pco.mod.go.jp

（６）仕様書に関する事項の問い合わせ先

　　　自衛隊神奈川地方協力本部募集課総括班（担当：ユノキ）　

　　　TEL　０４５－６６２－９４２９（直通）　



 

入 札 書  

 

 

調達要求番号 4PEC1AX0639 契約実施計画番号 4PEC1XX06390 

 

金額￥           (税抜) 

 

品    名  規   格  単位  数 量  単  価  金   額  

大型バス等借上げ 仕様書のとおり 式 １   

 以下余白   

    

合  計      

 納   入   場   所  現  地  納期  令和７年３月２４日～令和７年３月３０日 

 入札（契約）保証金    免  除  入札（見積）書有効期間   

 

   上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項  

等を承諾のうえ入札見積いたします。 

また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴 

力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。 

 

     令和  年  月  日 

 

分任契約担当官  

自衛隊神奈川地方協力本部長  

大  谷   三  穂     殿     

 

                              住   所 

                              会 社 名 

                              代 表 者 名 

                              担 当 者 名 

                              連 絡 先 

 

 



１ 

調達要求番号：４ＰＥＣ１ＡＸ０６３９ 

仕   様   書 

大型バス等借上げ 

作    成 令和７年３月１１日 

変    更 令和 年 月 日 

作成部隊等名 自衛隊神奈川地方協力本部 

１ 適用範囲 

本仕様書は、自衛隊神奈川地方協力本部が使用する「大型バス等借上げ」について適用する。 

 

２ 要求事項 

(1) 借上げ日時 

ア 令和７年３月２４日（月）０６００～１３００の間 ※目的地により異なる 

イ 令和７年３月２５日（火）０６３０～１３００の間 ※目的地により異なる 

ウ 令和７年３月２６日（水）０６３０～１３００の間 ※目的地により異なる 

エ 令和７年３月２７日（木）０６３０～１３００の間 ※目的地により異なる 

オ 令和７年３月２８日（金）０６３０～１３００の間 ※目的地により異なる 

カ 令和７年３月３０日（日）０６３０～１３００の間 ※目的地により異なる 

 

 (2) 車 種 

   大型バス・中型バス・小型バス(人数によりマイクロバスでも可) 

   乗車人員は補助席を含め別紙「輸送計画」による人員が乗車可能であること。 

 

３ 行先及び配車区分 

(1)  ３月２４日（月） 

 ア 陸上自衛隊武山駐屯地：横須賀市御幸浜１－１ 

   大型バス１台、中型バス１台、小型バス３台 

 

(2)  ３月２５日（火） 

ア 航空自衛隊熊谷基地：熊谷市拾六間８３９ 

  小型バス２台 

 

(3)  ３月２６日（水） 

ア 陸上自衛隊板妻駐屯地：御殿場市板妻４０－１ 

 大型バス１台、中型バス１台、小型バス 1台 

 

(4)  ３月２７日（木） 

 陸上自衛隊朝霞駐屯地：練馬区大泉学園町 

 ア 大型バス１台 

 

(5)  ３月２８日（金） 

ア 海上自衛隊横須賀教育隊：横須賀市御幸浜４－１  

 大型バス２台、小型バス３台 

 

 



２」 

（6） ３月３０日（日） 

ア 海上自衛隊横須賀教育隊：横須賀市御幸浜４－１ 

 小型バス２台 

 

４ 輸送計画 

別紙「輸送計画」参照 

 なお、細部は官側との調整による。 

 

５ 乗務員等 

  乗務員等は、バス１台につき運転手１名以上とする。 

 

６ 添乗者の乗車 

(1)  運行間は官側の添乗者を乗車させ、官側の統制に従うこと。 

(2)  目的地到着後、往復車両に各車の添乗者を全員乗車させ帰隊すること。 

                                         

７ 検査等 

  本仕様書によるほか、契約相手側は作業完了後、完了届けを提出するものとし、完了検査は、 

本作業完了後、官側が指定する検査官の検査の合格をもって完了するものとする。 

 

８ その他 

(1) 自然災害、事故等による交通規制及び緊急事態時には、借用時間の延長に応じること。 

(2) 有料道路通行料金、燃料及び駐車料金については、契約相手側が負担するものとする。 

(3) その他疑義が生じた場合は、官側の指示に従うものとする。 

 

 

 

 

  

 



輸　送　計　画 別　紙

月　日
入隊者

人員
出発地 経　　路 到着地

出発地

出発時刻

駐屯地

到着時刻

到着地

到着時刻
備　　考 特　記

小田原発 24
自衛隊

小田原地域事務所前

～自衛隊平塚地域事務所～自衛隊藤沢募集案内所～武山駐屯地～小田

原IC～

自衛隊

小田原地域事務所前

駐屯地到着後、下車位置複数の為

隊内移動有、駐屯地離脱後、出発地点に帰隊

※細部、出発地の担当自衛官より指示

高速

利用

本部発 11
自衛隊神奈川地方

協力本部庁舎前
～阪東橋IC～衣笠IC～武山駐屯地～衣笠IC～阪東橋IC～

自衛隊神奈川地方

協力本部庁舎前

駐屯地到着後、下車位置複数の為

隊内移動有、駐屯地離脱後、出発地点に帰隊

※細部、出発地の担当自衛官より指示

高速

利用

上大岡発～

横須賀
16 Mioka前

～日野IC～横須賀IC～自衛隊横須賀地域事務所～武山駐屯地～衣笠IC

～日野IC～
Mioka前

駐屯地到着後、下車位置複数の為

隊内移動有、駐屯地離脱後、出発地点に帰隊

※細部、出発地の担当自衛官より指示

高速

利用

相模原発 10
自衛隊

相模原地域事務所前

～保土ヶ谷バイパス～狩場IC～衣笠IC～武山駐屯地～衣笠IC～狩場～

保土ヶ谷バイパス～

自衛隊

相模原地域事務所前

駐屯地到着後、下車位置複数の為

隊内移動有、駐屯地離脱後、出発地点に帰隊

※細部、出発地の担当自衛官より指示

高速

利用

厚木発 8
中町大型バス発着場

（自衛隊関係無料）

～厚木IC～横浜町田JCT～狩場IC～衣笠IC～武山駐屯地～衣笠IC～狩

場IC～横浜町田JCT～厚木IC～

中町大型バス発着場

（自衛隊関係無料）

駐屯地到着後、下車位置複数の為

隊内移動有、駐屯地離脱後、出発地点に帰隊

※細部、出発地の担当自衛官より指示

高速

利用

本部発 14
自衛隊神奈川地方

協力本部庁舎前
～阪東橋IC～熊谷基地～阪東橋IC～

自衛隊神奈川地方

協力本部庁舎前

駐屯地到着後、下車位置複数の為

隊内移動有、駐屯地離脱後、出発地点に帰隊

※細部、出発地の担当自衛官より指示

高速

利用

厚木発 13
中町大型バス発着場

（自衛隊関係無料）
～厚木IC～～熊谷基地～～厚木IC～

中町大型バス発着場

（自衛隊関係無料）

駐屯地到着後、下車位置複数の為

隊内移動有、駐屯地離脱後、出発地点に帰隊

※細部、出発地の担当自衛官より指示

高速

利用

藤沢発 19
自衛隊

藤沢募集案内所

～自衛隊平塚地域事務所～小田原地域事務所前～板妻駐屯地～御殿場

IC～藤沢IC～

自衛隊

藤沢募集案内所

駐屯地到着後、下車位置複数の為

隊内移動有、駐屯地離脱後、出発地点に帰隊

※細部、出発地の担当自衛官より指示

高速

利用

本部発 26

花園橋

観光バス駐車場

（３０分利用）

～阪東橋IC～板妻駐屯地～阪東橋IC～

自衛隊

神奈川地方協力本部

付近（搭乗員員下

駐屯地到着後、下車位置複数の為

隊内移動有、駐屯地離脱後、出発地点に帰隊

※細部、出発地の担当自衛官より指示

高速

利用

相模原発 11
自衛隊

相模原地域事務所前

～中町大型バス発着場～厚木IC～御殿場IC～板妻駐屯地～御殿場IC～

海老名JCT～相模原IC～

自衛隊

相模原地域事務所前

駐屯地到着後、下車位置複数の為

隊内移動有、駐屯地離脱後、出発地点に帰隊

※細部、出発地の担当自衛官より指示

高速

利用

7.3.27 本部発 21

花園橋

観光バス駐車場

（３０分利用）

～阪東橋IC～高島平IC～朝霞駐屯地～高島平IC～阪東橋IC～

自衛隊

神奈川地方協力本部

付近（搭乗員員下

駐屯地到着後、下車位置複数の為

隊内移動有、駐屯地離脱後、出発地点に帰隊

※細部、出発地の担当自衛官より指示

高速

利用

溝の口発 8
ジェームス神奈川

246玉川店
～東名川崎IC～衣笠IC～武山駐屯地～衣笠IC～東名川崎IC～

ジェームス神奈川

246玉川店

駐屯地到着後、下車位置複数の為

隊内移動有、駐屯地離脱後、出発地点に帰隊

※細部、出発地の担当自衛官より指示

高速

利用

小田原発 13
自衛隊

小田原地域事務所前

～自衛隊平塚地域事務所～自衛隊藤沢募集案内所～武山駐屯地～小田

原IC～

自衛隊

小田原地域事務所前

駐屯地到着後、下車位置複数の為

隊内移動有、駐屯地離脱後、出発地点に帰隊

※細部、出発地の担当自衛官より指示

高速

利用

本部発 23

花園橋

観光バス駐車場

（３０分利用）

～阪東橋IC～衣笠IC～武山駐屯地～衣笠IC～阪東橋IC～

自衛隊

神奈川地方協力本部

付近（搭乗員員下

駐屯地到着後、下車位置複数の為

隊内移動有、駐屯地離脱後、出発地点に帰隊

※細部、出発地の担当自衛官より指示

高速

利用

上大岡発～

横須賀
26 Mioka前

～日野IC～横須賀IC～自衛隊横須賀地域事務所～武山駐屯地～衣笠IC

～日野IC～
Mioka前

駐屯地到着後、下車位置複数の為

隊内移動有、駐屯地離脱後、出発地点に帰隊

※細部、出発地の担当自衛官より指示

高速

利用

相模原発 17
自衛隊

相模原地域事務所

～中町大型バス発着場～厚木IC～狩場IC～衣笠IC～武山駐屯地～衣笠

IC～狩場IC～保土ヶ谷バイパス～

自衛隊

相模原地域事務所

駐屯地到着後、下車位置複数の為

隊内移動有、駐屯地離脱後、出発地点に帰隊

※細部、出発地の担当自衛官より指示

高速

利用

横須賀発 12
自衛隊

横須賀地域事務所
～武山駐屯地～

自衛隊

横須賀地域事務所

駐屯地到着後、下車位置複数の為

隊内移動有、駐屯地離脱後、出発地点に帰隊

※細部、出発地の担当自衛官より指示

下道

利用

相模原発 13
自衛隊

相模原地域事務所

～中町大型バス発着場～厚木IC～狩場IC～衣笠IC～武山駐屯地～衣笠

IC～狩場IC～保土ヶ谷バイパス～

自衛隊

相模原地域事務所

駐屯地到着後、下車位置複数の為

隊内移動有、駐屯地離脱後、出発地点に帰隊

※細部、出発地の担当自衛官より指示

高速

利用

発着場住所

花園橋観光バス駐車場：横浜市中区山下町258-10

小田原地域事務所：小田原市栄町1-14-9

ジェームス神奈川246玉川店：川崎市高津区溝口5-16-15

中町大型バス発着場：厚木市中町1-4-3

JA全農神奈川県本部前：平塚市八重咲町3-3

mioka横：横浜市港南区上大岡西1-18-5

神奈川地方協力本部：横浜市中区山下町253-2

横須賀地域事務所：横須賀市若松町3-3

相模原地域事務所：相模原市中央区相模原4-7-10

藤沢募集案内所：藤沢市藤沢976-2

７.3.30

7.3.24

7.3.26

7.3.28

7.3.25


